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研究成果の概要（和文）：2011年のアラブの春と前後して顕著化した「政治の司法化」と民主化の関連性につい
て、違憲審査をめぐる司法府と他の制度的アクター（執政府、議会、軍、王族など）との相互関係の比較事例分
析によって実態を明らかにし、司法府の独立性と、司法府の憲法判断の選好が、民主化の進展または停滞・後退
をもたらしているメカニズムについて考察を進めた。地域の特性として、イスラーム主義の伸張は判事の党派性
を生じさせつつも、憲法判断の選好には影響していないこと、判事の社会的地位とキャリアパターンの維持とい
う集団的利益に対する人事制度の運用を介した執政府の取り込みへの従属／反発が憲法判断の選好に現れている
ことが確認された。

研究成果の概要（英文）：Regarding the correlation between "judicialization of politics" which became
 prominent around the Arab Spring in 2011 and democratization, we conducted comparative analysis 
about interaction between the judiciary and other state institutional actors (executive, 
legislative, military, royal family, etc.) and examined how the interaction affected the preference 
of judges to constitutional reviews, and caused to operate the mechanism which lead to the progress 
or stagnation/ recession of democratization. We clarified that the expansion of Islamism as regional
 characteristics has brought about the factionalism of judges but does not affect the preference of 
constitutional review, and subordination or repulsion to the government's intervention to judges' 
collective interest which judges maintain their high social status and autonomous career pattern has
 appeared in the preference of constitutional review.

研究分野： 比較政治学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の社会的および学術的意義は、比較分析によって中東イスラーム諸国における司法府の役割の特質につい
て明らかにし、民主化の停滞や後退も含めた民主化の方向性を決定するメカニズムの解明を進めた点にある。ま
た、先行研究が対象としている新興民主主義国だけでなく、権威主義体制（民主化途上の体制）も射程に収めた
分析枠組みを提示するという点での比較政治学における理論的な貢献にある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 

2011 年のアラブ政治変動（いわゆる「アラブの春」）前後に、中東イスラーム諸国において
も「政治の司法化」が顕在化する傾向にあった。特にアラブの春の中心であったエジプトで、
憲法裁判所の判断がその後の政治プロセスを決定づけたことは、司法府の制度的アクターとし
ての組織利益の合理的な追求という観点から、司法府の独立性の度合いが憲法判断とその後の
民主化プロセスに及ぼす影響を論じる機会をもたらしていた。「アラブの春」以前にも、エジプ
トだけでなく、エジプトの司法制度を移植した周辺アラブ諸国を対象に、司法府の独立性に関
する制度や運用の比較研究はなされていたが、政治の司法化と民主化の方向性との関連性は十
分に視野に入っていなかった。 
政治の司法化と民主化の方向性との関連性は、「第 3 の波」によって民主化した新興民主主

義国を対象に、民主主義の定着をめぐる観点から研究が進められていた。そこでの議論は、司
法府の違憲立法審査権が水平的説明責任の強化、特に行政府による三権分立の侵害を阻止する
ことによって、民主主義の定着に貢献するのか、それとも、旧支配エリートによる反多数派主
義あるいは覇権維持によって、民主主義の定着を阻害するのかというものであった。この議論
では、民主主義の定着において重要な要素である水平的責任の強化には、司法府が違憲立法審
査において執政府に対する独立性を確保できるかが、政治的競争性の程度との関わりにおいて
問題とされていた。 
先行研究の知見では、民主化過程において政党システムが競争的であるほど、旧支配エリー

トがより独立的な違憲立法審査を志向し、民主主義の定着に繋がりうること、他方で亀裂の大
きい社会では少数派のエリートによる覇権が維持されうるという２つのモデルが示されていた。
後者の少数派による覇権維持のモデルは、民主化していないとみなされ、分析対象に含められ
てこなかった中東イスラーム諸国において、政治の司法化が民主化を促さないメカニズムを説
明する上で示唆的であった。2011 年以降の政治変動と政治の司法化を的確に理解するためには、
より広範な中東イスラーム地域という範囲において、比較分析を行うことによって、政治の司
法化が民主化の進展または停滞・後退をもたらすメカニズムの解明が可能であると考えた。 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、上述の研究開始当初の背景に関する問題意識から、民主化の程度の差異が

大きいにもかかわらず「政治の司法化」がほぼ共通して顕在化していた中東イスラーム諸国の
５カ国（トルコ、エジプト、クウェート、パキスタン、アゼルバイジャン）を対象に、違憲審
査をめぐる司法府と他の制度的アクター（執政府、議会、軍、王族など）との相互関係を比較
分析することによって「政治の司法化」の実態を明らかにし、司法府の独立性と、司法府の違
憲判断の選好が、民主化の進展または停滞・後退をもたらしているメカニズムを解明すること
にあった。 
上記の目的にむけて、制度とその運用が関連するアクターの選好をどのように決定づけてい

るのかを比較分析・検討するために、本研究では以下の作業課題を設定した。 
 
(1) 司法制度、とくに違憲審査に関わる制度設計（憲法裁判所、最高裁判所の設置に関する
法制度）とその意図、背景となる歴史的・社会的要因、制度の由来や制度間の移植関係に
ついて、主に文献資料の調査から明らかにする。 

(2) 分析対象の各国事例について、違憲審査の請求者と争点（選挙プロセスの承認、政党解
散命令など）、対象となった憲法・法律の条文、憲法判断結果について一覧化し、違憲審
査に関与するアクター間の遣取・応酬を前後の政治過程とその帰結に位置付けて明示化す
る。 

(3) 先行するラテンアメリカや東南アジア諸国の研究成果に基づく理論的な知見と対照させ
ながら、上記(1)と(2)をもとに各国の司法府の独立性と違憲判断の選好について、相違点を
比較検討し、民主化の方向性（進展している、または停滞・後退している）を決定する独
立変数・媒介変数について検討する。 

(4) 実際の制度運用における司法府と他の制度的アクターとの相互関係に関して、判事の人
事や任免、判事の養成システムや重視される法理、イスラームに基づく公正概念・規範の
影響などについて現地調査を行い、その成果に基づいて上記(3)の検討で検討された独立変
数・媒介変数の妥当性を検証する。 

 
以上の作業課題を遂行することによって、中東イスラーム諸国における司法府の役割の特性

として、イスラーム主義の隆盛が及ぼしている影響について浮き彫りにされることが予想され
た。また、民主化の方向性を決定づける因果メカニズムの解明を通じて、新興民主主義国だけ
でなく、権威主義体制（民主化途上の体制）も射程に収めた分析枠組みが提示されることで、
比較政治学における理論的な貢献も期待された。 
 
 



３．研究の方法 
 
研究の目的で提示した作業課題に応じて、文献や公開データについての資料調査と関係者へ

のインタビュー調査を行い、研究会で検討作業を進め、フィードバックを得る機会として関係
する国内外の研究者へのヒアリングや学会でのパネル報告、ワークショップを実施した。 
研究を実施するための研究体制として、５名の研究者がそれぞれ専門とする分析対象国の事

例分析を担当するとともに、①政治の司法化と民主化に関する理論と方法論、②違憲審査に関
わる制度設計と制度の移植関係（例えばクウェートをはじめ多くのアラブ諸国の憲法や司法制
度がエジプトの司法制度はエジプトのものを土台としていること）、③法理・イスラーム法の影
響についてとりまとめを分担する。①～③の観点から事例間の架橋を図り、事例間に共通の分
析枠組みの検討を進めた。 
資料調査・インタビュー調査については、事前に現地新聞や研究機関、関係省庁のウェブサ

イトや紙媒体情報に基づき、各国の公開情報を収集し分析し、現地調査において、憲法裁判所・
最高裁判所による違憲判断に関する文献資料を収集し、司法関係者や現地の研究者へのインタ
ビューなど必要な調査を実施した。あわせて、現地研究機関や研究者との間で本研究分野に関
する新たな協力関係の構築に努めた。 
 研究会では、他地域の事例や法理学を専門とする外部講師を招聘し、資料の扱い方や分析手
法について助言・指導を受けながら意見交換を行い資料収集や現地調査の実施方法、分析手法
の最適化を図った。また、それぞれが現地調査の成果および分析について報告を行い、それを
もとに情報の共有化と共通の分析枠組みへの意識付けを図るべく、上記①～③の観点から検討
を加えてきた。実施年度の後半（3-4 年目）では、最終成果に向けたワークショップ報告原稿
の構想および進捗状況の報告と、報告内容についての検討会を中心に行った。 
 外部からのフィードバックを得る機会として、当初は国際学会でのパネル応募もしくは公開
国際ワークショップの開催を予定していたが、実際にはそれぞれの研究者が国内外の学会等で
報告し、学術誌や所属機関の紀要、ニューズレター等に申請者らの成果を公表する方法を優先
することとなった。また、海外の学会参加の機会に、研究者らがこれまでに協力関係を構築し
てきた現地対象国の研究機関・カウンターパートに加え、本研究分野について問題関心を共有
する在欧米の代表的な研究者との新たな協力関係を構築することができ、有益なフィードバッ
クを得ることができた。最終年度には国内での公開ワークショップを開催し、最終成果をとり
まとめる機会とした。 
 
 
４．研究成果 
 
上記研究の目的で示した作業課題を遂行し、地域の特性として、イスラーム主義の伸張は判

事の党派性を生じさせつつも、憲法判断の選好には影響していないこと、判事の社会的地位と
キャリアパターンの維持という集団的利益に対する人事制度の運用を介した執政府の取り込み
への従属／反発が憲法判断の選好に現れていることが確認された。 
これまでに実施した研究会での議論を踏まえ、全体の分析枠組みについては、研究計画時の

作業課題から絞り込まれた３つの論点、すなわち、(a)イスラームに基づく公正概念・規範の影
響、(b)判事のキャリアパターン、外部との人事交流、社会的地位の影響、(c)少数の統治エリー
トが権力を維持し続けることを可能とする少数覇権維持モデルに準じた傾向と社会的亀裂・政
治的競争性を中心に検討を進めた。 

(a)では、あくまで世俗法に基づく検討と判断を行う職業的特性から、司法判断への影響は確
認できなかった。しかし、法曹界内部には派閥性があり、イスラーム主義寄りとみなされる一
定規模の判事グループの存在は確認された。(b)では、分析上のバイアスに懸念はあるものの、
上記の派閥性に関連して、政府に批判的な一部のイスラーム主義寄りの判事らが人民の味方と
して期待を持って捉えられ、大多数の判事は政権に取り込まれ、腐敗した特権階級とみなされ
ている傾向が確認された。(c)では、民主化を果たしたと捉えられたトルコの事例も含めて、先
行研究で指摘された権威主義体制における裁判所の機能に合致する部分が多く、民主化の方向
へは向かっていないことが改めて確認されたが、政治の司法化と民主化の相関性に関して、権
威主義体制における政治的な競争性の程度との関連性は十分な検討が進められなかった。 
 上記(a)～(c)について、最終年度に実施した公開ワークショップにおいて成果として提示し、
上記(b)に関しては、判事の決定が政治体制のダイナミクスに与える影響を明らかにする観点か
ら評価された。他方で、司法を制度としてみるのかアクターとしてみるのか、分析の視点をよ
り明確にすること、制度構築の経路依存性、判事の合理的選択を決定づける動機・cost-benefit
問題への更なる検討が今後の課題として指摘された。 
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